
号

外

二�
令

和

四

年

三

月
三
十
一
日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

税

務

課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
企
業
立
地
の
促
進
の
た
め
の
不
動
産
取
得
税
の
税
率
の
特
例

に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二

○
岐
阜
県
消
防
団
協
力
事
業
所
の
支
援
の
た
め
の
事
業
税
の
課
税
の
特

例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二

○
岐
阜
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
事
業
税
及
び
不
動
産
取
得
税

の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二

訓

令

甲

○
岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

税

務

課)

三

規

則

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
号

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
五
十
六
条
の
二
中｢

第
五
十
三
条
第
五
十
五
項｣

を｢

第
五
十
三
条
第
五
十
七
項｣

に
改
め
る
。

第
七
十
七
条
の
二
第
一
項
第
四
号
中｢

第
五
十
三
条
第
七
項｣

を｢

第
五
十
三
条
第
八
項｣

に
改
め

る
。第

十
二
号
様
式
裏
面
及
び
第
四
十
一
号
様
式
裏
面
中｢､

信
託
銀
行
｣

を
削
り
、｢又

は
自
動
車
税

種
別
割
｣

を｢､
自
動
車
税
種
別
割
又
は
鉱
区
税
｣

に
、｢ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
用
の
決
済
ア
プ
リ
｣

を｢ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
｣

に
、｢モ

バ
イ
ル
送
金
・
決
済
サ
ー
ビ
ス
｣

を｢ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
決
済
ア
プ
リ
｣

に
、｢又

は
電
子
決
済
サ
ー
ビ
ス
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
(ペ
イ
ペ
イ
)
｣

を｢､
Ｐ
ａ
ｙ

Ｐ
ａ
ｙ
(ペ
イ
ペ
イ
)
又
は
ａ
ｕ

Ｐ
Ａ
Ｙ
(エ
ー
ユ
ー
ペ
イ
)
｣

に
、｢又

は
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
(ペ

イ
ペ
イ
)
｣

を｢､
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
(ペ
イ
ペ
イ
)
又
は
ａ
ｕ
Ｐ
Ａ
Ｙ
(エ
ー
ユ
ー
ペ
イ
)
｣

に
改

め
る
。

第
七
十
七
号
の
二
様
式
中｢第

53条
第
54項
｣

を｢第
53条
第
56項
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い

( ) 令和４年３月31日 岐 阜 県 公 報 号 外 ��

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日



る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
後
の
岐
阜
県
税
条
例
施

行
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
に
所
要
の
調
整
を
し
た
も
の
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

岐
阜
県
企
業
立
地
の
促
進
の
た
め
の
不
動
産
取
得
税
の
税
率
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
一
号

岐
阜
県
企
業
立
地
の
促
進
の
た
め
の
不
動
産
取
得
税
の
税
率
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
企
業
立
地
の
促
進
の
た
め
の
不
動
産
取
得
税
の
税
率
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平

成
二
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
第
九
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五
号

の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

六

半
導
体
関
連
事
業

七

デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー
事
業

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
消
防
団
協
力
事
業
所
の
支
援
の
た
め
の
事
業
税
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
二
号

岐
阜
県
消
防
団
協
力
事
業
所
の
支
援
の
た
め
の
事
業
税
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
消
防
団
協
力
事
業
所
の
支
援
の
た
め
の
事
業
税
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

(

平
成
二
十
七
年
岐
阜
県
規
則
第
百
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中｢

、
令
和
二
年
度
分
の
事
業
税
の
不
均
一
課
税
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
令
和
二
年
四
月
十
六
日
ま
で
に
、
令
和
三
年
度
分
の
事
業
税
の
不
均
一
課
税
を
受
け
よ
う
と
す
る

場
合
に
あ
っ
て
は
令
和
三
年
四
月
十
五
日
ま
で
に｣

を
削
り
、｢

令
和
四
年
三
月
十
五
日
ま
で
に｣

の

下
に｢

、
令
和
五
年
度
分
の
事
業
税
の
不
均
一
課
税
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
令
和
五
年

三
月
十
五
日
ま
で
に
、
令
和
六
年
度
分
の
事
業
税
の
不
均
一
課
税
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
令
和
六
年
三
月
十
五
日
ま
で
に
、
令
和
七
年
度
分
の
事
業
税
の
不
均
一
課
税
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
令
和
七
年
三
月
十
七
日
ま
で
に｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
事
業
税
及
び
不
動
産
取
得
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
三
号

岐
阜
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
事
業
税
及
び
不
動
産
取
得
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
事
業
税
及
び
不
動
産
取
得
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則(

平
成
二
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中｢第

10条
第
７
項
第
６
号
｣

を｢第
10条

第
８
項
第
６
号
｣

に
、｢第

42条
の

４
第
８
項
第
７
号
｣

を｢第
42条

の
４
第
19項

第
７
号
｣

に
改
め
、｢□

租
税
特
別
措
置
法
第
68条

の

９
第
８
項
第
６
号
に
規
定
す
る
中
小
連
結
法
人
｣

を
削
り
、
同
様
式
付
表
一
及
び
付
表
二
中｢電

気
供

給
業
｣

を｢電
気
供
給
業
(電
気
事
業
法
第
２
条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
小
売
電
気
事
業
(こ
れ

に
準
ず
る
も
の
を
含
む
｡)
を
除
く
｡)
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中｢第

10条
第
７
項
第
６
号
｣

を｢第
10条

第
８
項
第
６
号
｣

に
、｢第

42条
の

４
第
８
項
第
７
号
｣

を｢第
42条

の
４
第
19項

第
７
号
｣

に
改
め
、｢□

租
税
特
別
措
置
法
第
68条

の

９
第
８
項
第
６
号
に
規
定
す
る
中
小
連
結
法
人
｣

を
削
る
。

附

則
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こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
九
号

総

務

部

出
納
事
務
局

各
県
税
事
務
所

自
動
車
税
事
務
所

岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程(

昭
和
六
十
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

五
十
七
条
第
三
項
第
一
号
中

｢

第
五
十
三
項｣

を

｢

第
五
十
五
項｣

に
、｢

第
五
十
六
項｣

を

｢

第
五
十
八
項｣

に
、｢

第
五
十
七
項｣

を｢

第
五
十
九
項｣

に
改
め
る
。

第
八
十
五
条
第
二
項
中｢

第
五
十
三
条
第
六
十
一
項｣

を｢

第
五
十
三
条
第
六
十
三
項｣

に
改
め
る
。

第
八
十
八
条
の
二
第
二
項
中｢

第
五
十
三
条
第
七
十
項｣

を｢

第
五
十
三
条
第
七
十
二
項｣

に
改
め
、

同
条
第
三
項
中｢

第
五
十
三
条
第
七
十
項｣

を｢

第
五
十
三
条
第
七
十
二
項｣

に
、｢

第
五
十
三
条
第

七
十
三
項｣

を｢

第
五
十
三
条
第
七
十
五
項｣

に
改
め
る
。

第
九
十
三
条
第
三
項
中｢

第
五
十
三
条
第
五
十
六
項｣

を｢

第
五
十
三
条
第
五
十
八
項｣

に
改
め
る
。

第
九
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中｢

第
五
十
三
条
第
六
十
項｣

を｢

第
五
十
三
条
第
六
十
二
項｣

に
改

め
る
。

別
記
第
三
十
七
号
様
式
そ
の
一
裏
面
中｢､

信
託
銀
行
｣

を
削
り
、｢又

は
不
動
産
取
得
税
｣

を｢､

不
動
産
取
得
税
又
は
鉱
区
税
｣

に
、｢ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
用
の
決
済
ア
プ
リ
｣

を｢ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
決
済
ア
プ
リ
｣

に
、｢モ
バ
イ
ル
送
金
・
決
済
サ
ー
ビ
ス
｣

を｢ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
｣

に
、｢又

は
電
子
決
済
サ
ー
ビ
ス
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
(ペ
イ
ペ
イ
)
｣

を｢､
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
(ペ
イ
ペ

イ
)
又
は
ａ
ｕ
Ｐ
Ａ
Ｙ
(エ
ー
ユ
ー
ペ
イ
)
｣

に
、｢又

は
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
(ペ
イ
ペ
イ
)
｣

を｢､

Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
(ペ
イ
ペ
イ
)
又
は
ａ
ｕ
Ｐ
Ａ
Ｙ
(エ
ー
ユ
ー
ペ
イ
)
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
七
号
様
式
そ
の
三
裏
面
中｢､

信
託
銀
行
｣

を
削
り
、｢ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
用
の
決

済
ア
プ
リ
｣

を

｢ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
｣

に
、｢モ

バ
イ
ル
送
金
・
決
済
サ
ー
ビ
ス
｣

を

｢ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
｣

に
、｢又

は
電
子
決
済
サ
ー
ビ
ス
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
(ペ
イ
ペ
イ
)
｣

を｢､
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
(ペ
イ
ペ
イ
)
又
は
ａ
ｕ

Ｐ
Ａ
Ｙ
(エ
ー
ユ
ー
ペ
イ
)
｣

に
、｢又

は
Ｐ
ａ

ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
(ペ
イ
ペ
イ
)
｣

を｢､
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
(ペ
イ
ペ
イ
)
又
は
ａ
ｕ
Ｐ
Ａ
Ｙ
(エ
ー
ユ
ー

ペ
イ
)
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
百
八
十
三
号
様
式
そ
の
一
裏
面
中｢､

信
託
銀
行
｣

を
削
り
、｢又

は
不
動
産
取
得
税
｣

を

｢､
不
動
産
取
得
税
又
は
鉱
区
税
｣

に
、｢ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
用
の
決
済
ア
プ
リ
｣

を｢ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
｣

に
、｢モ

バ
イ
ル
送
金
・
決
済
サ
ー
ビ
ス
｣

を｢ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ

リ
｣

に
、｢又

は
電
子
決
済
サ
ー
ビ
ス
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
(ペ
イ
ペ
イ
)
｣

を｢､
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
(ペ

イ
ペ
イ
)
又
は
ａ
ｕ

Ｐ
Ａ
Ｙ
(エ
ー
ユ
ー
ペ
イ
)
｣

に
、｢又

は
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
(ペ
イ
ペ
イ
)
｣

を｢､
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
(ペ
イ
ペ
イ
)
又
は
ａ
ｕ
Ｐ
Ａ
Ｙ
(エ
ー
ユ
ー
ペ
イ
)
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
百
八
十
三
号
の
二
様
式
そ
の
一
裏
面
中｢､

信
託
銀
行
｣

を
削
り
、｢ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等

用
の
決
済
ア
プ
リ
｣

を｢ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
｣

に
、｢モ

バ
イ
ル
送
金
・
決
済
サ
ー
ビ
ス
｣

を

｢ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
｣

に
、｢又

は
電
子
決
済
サ
ー
ビ
ス
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
(ペ
イ
ペ

イ
)
｣

を｢､
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
(ペ
イ
ペ
イ
)
又
は
ａ
ｕ
Ｐ
Ａ
Ｙ
(エ
ー
ユ
ー
ペ
イ
)
｣

に
改
め
、

｢個
人
事
業
税
又
は
不
動
産
取
得
税
の
う
ち
そ
の
｣

を
削
り
、｢又

は
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
(ペ
イ
ペ
イ
)
｣

を｢､
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
(ペ
イ
ペ
イ
)
又
は
ａ
ｕ
Ｐ
Ａ
Ｙ
(エ
ー
ユ
ー
ペ
イ
)
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
百
八
十
九
号
様
式
中｢第

53条
第
59項

(第
60項
)
｣

を｢第
53条
第
61項

(第
62項
)
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
百
四
十
七
号
様
式
そ
の
一
裏
面
中｢､

信
託
銀
行
｣

を
削
り
、｢ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
用

の
決
済
ア
プ
リ
｣

を｢ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
｣

に
、｢モ

バ
イ
ル
送
金
・
決
済
サ
ー
ビ
ス
｣

を

｢ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
｣

に
、｢又

は
電
子
決
済
サ
ー
ビ
ス
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
(ペ
イ
ペ

イ
)
｣

を｢､
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
(ペ
イ
ペ
イ
)
又
は
ａ
ｕ

Ｐ
Ａ
Ｙ
(エ
ー
ユ
ー
ペ
イ
)
｣

に
、｢又

は
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
(ペ
イ
ペ
イ
)
｣

を｢､
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
(ペ
イ
ペ
イ
)
又
は
ａ
ｕ
Ｐ
Ａ
Ｙ
(エ
ー

ユ
ー
ペ
イ
)
｣

に
改
め
る
。

附

則

( ) 令和４年３月31日 岐 阜 県 公 報 号 外 ��



１

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
前
の
岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
様
式
に
よ
る
用
紙
で
知
事
が
必
要
と
認
め
る
も
の
は
、
当

分
の
間
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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